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研究成果の概要（和文）：中国経済は、国有企業改革の結果、公有制が主体となっている。しか

し公有制の主体を社会主義の根幹とするのには疑問がある。労働者主権の上の公有制が本来の

社会主義であるのに、改革で多数の労働者が職場を追われ、市場経済化で格差も拡大している

からである。 

近年労働契約法、労働争議調停法が制定され、労働者も重視した「和諧社会」（調和のとれた

社会）が強調されているが、公有制の主体というマクロ的側面だけでなく、企業のあり方や働

き方というミクロ的側面の検討が必要である。 

そこで大手国有家電企業等の分配の実態を検証し、改革によって労働者やその家族の生活を

保障する「単位」から、企業へと変化していることを明らかにし、さらに福利厚生費用、とり

わけ法定福利費用の高さから、政府による社会保障の制度化が進んでいることも示した。 

 
 
研究成果の概要（英文）：Today, to deal with the changing in the city social life brought by the 

changing in the location of the enterprise according to the market-oriented economic 

reformation, "The Community" which is base society of a city attracts attention. I searched 

the way of roles and relationship of the government , the enterprise, and the workers under 

the "Socialist market economy" system which is symbolized in the shift from this "Unit" 

society to " Community " society; especially, from the side of distribution by the enterprises. 

Concretely, The changing is verified in salary, public welfare（labor insurance, medical 

treatment, pension, welfare relation, houses and extra allowance）. 
 
 

交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００９年度 1,400,000 420,000 1,820,000 

２０１０年度 900,000 270,000 1,170,000 

２０１１年度 900,000 270,000 1,170,000 

総 計 3,200,000 960,000 4,160,000 

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：経済学・経済政策 

キーワード：社会保障 国有企業改革 社区 単位 社会主義市場経済 

 
１．研究開始当初の背景 

かつての中国では、都市の企業は基本的に
国営企業であった。そして社会主義経済推進

の支柱であると同時に、体制の支柱としての
役割をもあたえられて、たんに生産の場とし
てだけではなく、生活の場、すなわち生活共
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同体（「単位」）としても位置づけられた。企
業は、さまざまな手当や福利厚生をつうじて、
労働者とその家族の就業や生活を保証して
きたのである（「単位」社会）。 

「改革・開放」政策によって市場経済化や
企業の所有制の多様化が進み、新たに出現し
た外資系企業や私営企業は発展した。しかし
旧来の国営企業は、国有企業と名を変えるに
いたったが、それでもなお多くが経営不振に
陥っている。その改革のために、雇用面では
労働者の配分制度がなくなり、分配面では企
業業績と貢献度に応じた職務給・能率給が導
入された一方で、さまざまな手当や福利厚生
などの企業による保障は撤廃された。けれど
もその結果として、労働者にとっては、職業
選択の自由が回復した代償に任期付雇用が
全面的に導入されたうえ、大量の失業や一時
帰休（「下崗」）が顕在化し、企業による保障
に代わる社会保障制度も存立基盤が弱く、負
担と不安が増大することとなった。こうした
ことを背景として、2007年 6月 29日には全
国人民代表大会常務委員会おいて労働契約
法が採択・公布されたのである。 

すなわち 2008 年 1 月より中国に存在する
すべての企業は、勤続 10 年または 2 回連続
して固定期間労働契約を締結した場合にお
いて、労働者と無固定期間労働契約（終身雇
用）を締結する義務を課せられることとなっ
た。これについて中国では、労働者の権利（＝
民主化）を大幅に強化したものであると同時
に、企業の利益（＝効率化）にも十分配慮し
た調和のとれたもの（民主化と効率化の両
立）であると強調されているが、こうした企
業や労働者の位置づけの変遷によってもた
らされた都市社会生活の変化に対処するた
めに、都市の基層社会である「社区」（コミ
ュニティー）が注目され始めているのである。 
 

２．研究の目的 

 本研究は、このような中国の都市部におけ
る「単位」社会から「社区」社会への移行に
象徴される、「社会主義市場経済」体制にお
ける政府・企業・労働者の役割分担や関係の
あり方を探ることをめざしたものである。 

 今日の市場経済化のなかでの「単位」の変
容については、社会学的、あるいは都市自治
組織としての政治学的な検討は多くみられ
るが、経済学的な検討についてはきわめて手
薄であった。そこで企業による分配の側面か
ら検討することによって、社会学・政治学に
おける研究成果と経済学における中国企業
研究とを結びつけることをめざした。 

 

３．研究の方法 

 本研究では、国有企業における（1）賃金
（賃金総額）、（2）賃金外手当（諸手当）、（3）
福利厚生（労働保険・医療・年金・福利関係）、

（4）住宅、について、その変化を検証し、「単
位」社会が変容したことを明らかにした。具
体的には、中国を代表する大手国有家電企業
を調査・研究した。 

さらに「社区」のあり方を事例研究によっ
て明らかにすることをめざし、上海市を調
査・研究した。上海市は、新中国建国以前か
らの工業都市であり、新興工業都市と比べる
と「単位」社会の要素が薄く、現在の「社区」
のモデルとして取り上げられることが多い
からである。 

 
４．研究成果 
 本研究では、賃金・諸手当と福利厚生の変
化から、「単位」としての国営企業がどのよ
うに変化しているのかを検討し、企業の脱
「単位」化がどれだけ進んでいるのかを具体
的に明らかにした。さらにそれをふまえて中
国における企業の役割について日本との比
較をつうじて考察を深めた。 
（1）賃金 
①年俸制賃金 

董事総経理（取締役社長）・副総経理（副
社長）・総工程師（エンジニア）・総会計師、
子会社では副総経理以上の経営陣には年俸
制賃金が適用されている。 

 年俸制賃金は、月割りして支給される月給
と付加賃金の 2部分から構成される。月給は
基本的には等級別標準共通給と等級別初任
能力給によって決まる基準基本給と、基本的
には組織管理費・家族手当・管理員手当・自
己研鑽費・自家用車運転支援金から構成され
る基準能力給、各人の評価等級に応じて 5等
級に分けて加減して支給される能力加減給
から構成される。 
 さらに付加賃金として、春節・中秋節の際
の帰省のための交通費の全額、半年間で向上
した生産性の 0％～150％を会社・事業部・
小グループの業績評価結果によって等級を
分けて支給する能率賞与と、EVA（Economic 

Value Addedの略。企業が生み出す経済的価
値を測定する指標の 1つ）の 15％を基準にし
て、事業部の経営成果によって等級を分けて
支給する（契約年俸の 50％を上限）能率賞与、
毎年 3 月に年俸制の者のうちの 3%以内で人
事考課が「甲」の者から選定された者への特
別賞与がある。 

②非年俸制賃金 
 非年俸制賃金は、基本給・自己啓発費・諸
手当の 3部分から構成される。 

基本給は、社員の安定した生活の補助と在
職年数補償の側面から支給する賃金であり、
40等級で構成され、毎年全員昇進する共通給
と、職務遂行能力により等級が決定し、1～
15 級の等級に区分して支給される能力給か
ら構成される。自己啓発費は、年俸制賃金と
同様に、基本給の 20％が単独で補助される。 



 

 

諸手当も年俸制賃金とほぼ同様である。各
等級の金額は、会社の戦略、効率・利益、業
界水準、変動幅、地域水準、職務内容から決
定される。 

③賃金外手当 
 賃金外手当は、通勤手当、住宅手当、現物
支給の 3部分から構成される。そのうち、通
勤手当は月当たり 60 元、年間 720 元が支給
される。現物支給は、3月末・6月末・9月末・
12月末 の年 4回で、タオル・洗剤・シャン
プー・ボディソープ・トイレットペーパーな
どが支給されるという。 しかしその項目は
かつてと比べて激減しており、賃金外手当の
賃金化・簡素化が進んでいる。 

 
（2）福利厚生 
①法定福利 
 労働契約を締結している従業員に対して
は、養老＝年金、医療、工傷＝労災、生育＝
出産、失業の、いわゆる五項保険と住宅積立
金、そして法定有給休日、年度有給休暇、法
定特別休暇（冠婚葬祭・親族訪問）、冬季暖
房補助が保障されている。 
②法定外福利 
 それ以外の企業独自の福利として、まず節
日感謝福利がある。中秋（9 月）に際して月
餅などの現物支給を含む 600元、春節（1～2

月）に際して饅頭などの現物支給を含む 600

元が支給される。子女が大学に進学した際に
はその下宿先を確保する。そのほかには、結
婚・出産への記念品、入院に対する慰問金、
そして健康診断がある。 

 
（3）住宅 

1984 年から順次住宅の分配をとりやめて
順次従業員に販売したが、毎回従業員代表大
会において委員会を設置して条件を制定し
なおさなければならなかったという。一方で
1995年まで宿舎を建設していた。1995年に
不動産会社を設立し、従業員でも非従業員で
も同じ価格で販売しているが、従業員への販
売を優先している。企業と労働者の双方が拠
出している住宅積立金と、ローンで購入する。 
 
（4）中国における企業の役割：「単位」から
「社区」へ？ 
①高水準な企業負担 
 まず、企業はどの程度の雇用コストを担っ
ているのであろうか。調査企業の場合、中間
管理職で総労働費用は月 6000 元という。そ
のうち賃金は 3000 元であり、福利厚生に相
当する、社会保険料が 1000 元、その他所得
税や住宅積立金が 2000 元という。中国企業
は一般的に企業負担が高く、賃金総額の 30％
代半ばないしそれ以上になるとの指摘もあ
る。日本における賃金に対する福利厚生費の
割合は 18％程度であり、中国企業の負担は高

水準にあるということができよう。 

②企業と労働者、政府の関係 
 企業の役割を考えるうえで重要な経済主
体は、政府・企業・労働者（家計）の 3 者で
ある。各経済主体が単独で役割を果たす場合
もあれば、2 者間もしくは 3 者間で共同して
役割を果たす場合もある。政府が社会保障の
制度化を進めると、①と②の領域が拡大し、
また①と②の使用者負担が増すことになる。
とくに法定福利費用が上昇する。さらに、政
府による社会保障の制度化が進むと、企業は
法定福利費用の負担増もあって、今度は法定
外福利費用、とりわけ金銭や現物で支給して
いたものを減らすことになる。企業による保
障の後退である。以上の点は、調査結果と一
致する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 政府・企業・労働者の関係 
注） 
①の領域 企業＋労働者（家計）＋政府：年
金・医療・介護などの社会保険。 
②の領域 企業＋政府：労災保険。 
③の領域 企業＋労働者：労使双方が拠出す
る企業年金など。 
④の領域 企業のみ：退職金・企業年金・福
利厚生事業など。 
 ①から④の動きは、（福祉の）制度化・社
会化・商業化とされている。そのほか、政府
＋個人（自営業者が加入する社会保険など）、
政府のみ（公費負担による社会保障）、労働
者のみ（個人年金や個人の預貯金など）も考
えられるが、本研究では企業の役割について
議論しているので省略した。 
出所）末廣昭（2010）「東アジア福祉システ
ムの視点―国家・企業・社会の関係」末廣昭
編著『東アジア福祉システムの展望―7 ヵ
国・地域の企業福祉と社会保障制度』ミネル
ヴァ書房、所収、23ページ。 

 
（5）まとめ 
 労働者への分配（賃金・諸手当・賃金外手
当、福利厚生、住宅）の実態を検討すること
をつうじて、中国企業が、労働者やその家族
の生活を保障する「単位」から、企業へと変



 

 

化していることを明らかにするとともに、福
利厚生費用、とりわけ法定福利費用の高さか
ら、政府による社会保障の制度化が進んでい
ることを示した。 
近年、中国では「和諧社会」の実現をめざ

して、政府による社会保障の充実がはかられ
ている。また、「単位」として企業が果たし
てきた役割を、地域社会・コミュニティーで
ある「社区」に移管しつつある。とりわけ企
業の退職者にかんする業務の移管が進んで
いるという。企業による保障の後退と政府に
よる社会保障の制度化のつぎの問題（社会
化・商業化）、「社区」の役割・実態について
の研究は、今後の課題としたい。 
 
（6）補論 
 「和諧社会」の実現をめざして、社会保障
とともに雇用の充実もめざされている。「労
働契約法」もその一環である。「労働契約法」
においてはじめて規定された中国の派遣労
働を、日本の「労働者派遣法」の由来・変遷
と比較しながら検討し、派遣労働の位置づけ
が、現在では、日中両国においてほぼ違いは
ないが、それを規定する法規のねらいはまっ
たく正反対であること、すなわち日本では企
業経営者の立場に立って、雇用の多様化をつ
うじて人件費を削減することをめざしたも
のであるのに対して、中国では労働者の利益
が守られていない現状のなか、労働者の利益
を少しでも守ることをつうじて社会の安定
をめざすための 1つの方法として派遣労働を
規定していることを明らかにした。 
 さらに国有企業改革の国際比較のために、
国鉄を事例とし、①分割民営化、②改革推進
過程、③巨額債務解消、④余剰人員問題、⑤
民営化の効果、の側面から民営化について考
察を行った。 
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